
若者自立・挑戦プランの強化の具体化（概要）若者自立・挑戦プランの強化の具体化（概要）

１．キャリア教育の強化・専門的職業人の育成１．キャリア教育の強化・専門的職業人の育成

２．フリーター・無業者に対する意欲喚起２．フリーター・無業者に対する意欲喚起

６．国民運動の推進６．国民運動の推進

５．草の根５．草の根eeラーニングの推進ラーニングの推進

４．企業内人材投資の促進４．企業内人材投資の促進

３．成長分野を支える人材の育成３．成長分野を支える人材の育成

４３億円（１８億円）

２０２億円（１１０億円）

７１億円（２１億円）

１３億円（０億円）

１７億円（１億円）

６億円（０億円）

Ⅰ．プランを強化するために新たに取り組む施策　　　　　　　　３５１億円　（前年度　１５０億円）Ⅰ．プランを強化するために新たに取り組む施策　　　　　　　　３５１億円　（前年度　１５０億円）

Ⅱ．引き続き、着実に推進する施策　　　　　　　　　　　　　　　４６０億円　（前年度　３７６億円）Ⅱ．引き続き、着実に推進する施策　　　　　　　　　　　　　　　４６０億円　（前年度　３７６億円）

平成１７年度概算要求額　８１０億円（前年度　５２６億円）平成１７年度概算要求額　８１０億円（前年度　５２６億円）

①　働く自信を高め、意欲を喚起・向上させるため、合宿形式による「若者自立塾」を創設

②　民間事業者による就職基礎能力速成講座を実施

③　無償の労働体験を通じての就職力強化のための「ジョブパスポート」の開発・普及

④　民間委託による無料の若年者向け実践的職業訓練の枠の拡大・ジョブカフェにおけ
　る受付の開始

⑤　ものづくりに親しむ社会の形成と若者のものづくりへの挑戦を支援するための「もの
　づくり立国」の推進

①　製造現場の中核人材の育成のために、産業界と大学等が一体となって、ベテランの
　技・ノウハウを若い世代に受け継がせていける拠点を整備

②　コンテンツ等の戦略サービス分野を支える人材や、ＩＴ人材、ＭＯＴ（技術経営）人材等
　を育成するため、教育プログラムを開発

①　企業における日本版デュアルシステム（例えば、週２日は企業実習、３日は教育・職業　　
訓練を組み合わせて実施）の導入促進のため、キャリア形成促進助成金を活用

②　我が国産業競争力の基盤である産業人材を育成・強化する観点から、企業の人材投
　資を促進するため、人材投資促進税制を創設

①　ジョブカフェや大学等の教育機関、商工会議所等を活用して、若者が就職・仕事に役
　立つ知識・ビジネススキルを手軽に学べる機会（eラーニングサービス）を提供

②　eラーニングに関する情報を提供する仕組みを作ること等を通じ、eラーニング活用促
　進のための環境を整備

①　若者向けウェブサイトの構築やシンポジウム「若者チャレンジキャラバン（仮称）」を
　実施

②　国民各層の関心を喚起するため、関係者が一体となり、国民会議の開催や若者向け　ミ
ニイベント等の国民運動を展開

③　女性若年層の就業促進のため、キャンペーンやセミナーの開催等による情報提供・
　普及啓発活動を実施

内 閣 官 房
内 閣 府
文 部 科 学 省
厚 生 労 働 省
経 済 産 業 省

プランの強化
のポイント

①小学校から大学まで、地域や産業界との密接な連携による若者に対する人材育成の推進

②働く意欲が不十分な若者を対象に、意欲の喚起から就業・定着までの総合的な対策の実施

③企業の人材育成の促進を通じた若者の能力向上の推進

◆国民運動の推進
◆戦略的広報の実施

ワンストップサービスセンター（ジョブカフェ）の整備、日本版デュアルシステムの推進、新たな市場・就業機会の創出等を、引き続き着実に推進。

①　小中高校において、関係府省が密接に連携して、以下のような取り組みを通じて
　キャリア教育を強力に推進
　　－　中学校を中心に、５日間以上の職場体験
　　－　ハローワークによる職業意識形成支援事業の充実
　　－　民間の経験・アイデアを活用したものづくり体験等の早期職業教育

②　先端技術や伝統技能の習得などの特色ある取組を行う専門高校等に対する支援
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若者自立・挑戦プランの強化の具体化 
 
 

平成１６年９月１０日 
若者自立・挑戦戦略会議 
内 閣 官 房 長 官 
文 部 科 学 大 臣 
厚 生 労 働 大 臣 
経 済 産 業 大 臣 
経済財政政策担当大臣 

 
 
 本年６月１８日に取りまとめた「若者自立・挑戦プランの強化の基本的方向」

に基づき、関係府省が連携して検討を行った結果、プランの強化の具体化のため

必要な概算要求等を以下のとおり行うこととする。 
 関係府省は、連携して各施策の具体化について検討を進め、年内にアクション

プランを取りまとめる。 
 
 

概算要求額合計 ８１０億円（前年度予算額 ５２６億円） 
 
 
Ⅰ．プランを強化するため新たに取り組む施策 
          概算要求額 ３５１億円（前年度予算額 １５０億円） 
 
 
１．学校段階からのキャリア教育の強化（ものづくり体験等）、専門的職業人の

育成                       ４３億円（１８億円） 
 
（１）学校段階からのキャリア教育の強化 

小中高校において、勤労観、職業意識の形成や職業教育等を行うため、関

係府省が密接に連携し、産業界の最大限の協力を得つつ、学校段階からのキ

ャリア教育を強力に推進する。具体的には、 
① 児童生徒の勤労観、職業観を育成するために、中学校を中心に、５日

間以上連続した職場体験等の実施などを行う 
② ハローワークと産業界が連携して行う職業意識形成支援事業につい

て、対象校の拡大や、職場体験活動の企画・関係者との連絡調整機能等

の充実を図る。 
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③ ＮＰＯ、企業等の民間の経験やアイデアを活用した、ものづくり体験

等の早期職業教育を推進する。 
 
（２）専門的職業人の育成 

先端技術や伝統技能の習得など、特色ある取組を行う専門高校等への支援

を行い、地域社会との連携等を通じて、将来の専門的職業人の育成を推進す

る。 
 
 
２．フリーター・無業者に対する働く意欲の涵養、向上等 

２０２億円（１１０億円） 
 
（１）フリーター・無業者に対する働く自信と意欲の涵養・向上 

① 若者自立塾を創設し、合宿形式による集団生活の中で、生活訓練、労働

体験等を通じて、職業人、社会人として必要な基本的能力の獲得、勤労観

の醸成を図り、働く自信と意欲を付与する。 
② ヤングジョブスポットについて、拠点を設置して若年者の参集を待つ従

来の方法を見直し、若年者が集まりやすい場所に出向き、情報提供、相談

等を実施するとともに、インターネットを活用して情報を発信する等によ

り地域における若年者に対する職業的自立への働きかけを強化する。 
③ 民間事業者を活用して、職業意識啓発、職場におけるコミュニケーショ

ン能力、基礎的ビジネスマナー等の習得を図るための「就職基礎能力速成

講座」を１０日間程度で実施し、早期の就職促進を図る。 
 
（２）学校在学中の職業意識の形成、就職・定着支援等の強化 

① ボランティア活動など無償の労働体験機会に関する情報の収集・提供を

行い、こうした体験を通じた就業の動機付けを高めるとともに、活動の実

績等を記録する「ジョブパスポート」を開発し、これらの実績が企業の採

用選考に反映されるよう普及を図る。 
② 中小企業等における学卒就職者等若年従業員の職場定着促進のため、若

年従業員の相互交流、企業人事担当者を対象とした講習等の取組みを促進

するとともに、インターネット等を通じて若年従業員から働くことに関わ

る幅広い相談に身近に応ずる体制を整備する。 
 
（３）個人の選択を機能させた若年者の能力開発施策の拡充 

民間委託による無料の若年者向け実践的職業訓練の枠を拡大するととも

に、ジョブカフェにおいても受付を開始する。加えて、職業訓練機関の選定

については、本人の選択を尊重することを基本とし、それが有効に行われる
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ようジョブカフェ、ハローワーク等を気軽にかつ積極的に利用できるように

する。 
 
（４）ものづくり立国の推進 

子供から大人までものづくりに親しむ社会の形成と若者のものづくりへ

の挑戦を支援するため、工場、民間・公共の訓練施設等の親子等への開放促

進、ものづくり技能に関するシンポジウムの開催、若年者によるものづくり

技能競技大会の実施等を通じ、ものづくりに親しむ社会を形成し、その基盤

の上に熟練技能の一層の高度化を図る。 

 
（５）若年者試行雇用事業の拡充 

学卒未就職者等を対象に、短期間（３か月以内）のトライアル雇用（試行

雇用）を通じ、早期の常用雇用の実現を図るため、「若年者トライアル雇用

事業」を拡充実施する。 
 
 
３．成長分野を支える人材育成の推進         ７１億円（２１億円） 
 
 ① 我が国の産業競争力を支える製造現場の中核人材について、産業界と大学

等が一体となった新たな人材育成の仕組みとして、ものづくりのベテランの

技やノウハウを若い世代に受け継がせていける拠点の整備を、全国３０箇所

程度で進める。 
② 産学官の関係者で構成する人材育成地域協議会において、製造業を始めと

して、地域産業ニーズを踏まえた訓練コースを開発する。 
③ コンテンツ等の戦略サービス分野についてスキルの明確化や教育プログ

ラムの開発、普及促進等を行う。また、サービス分野に共通に求められる経

営全般に係るノウハウ・スキルの体系化を進める。 
④ ＩＴ、ＭＯＴ（技術経営）等の専門分野の人材について、大学等が産業界

から求められる能力・スキルの体系化とカリキュラム・教材の開発を行う取

組を支援するとともに利用促進のための情報提供を行う。 
⑤ 高度な実践技術と経営資質を有する総合的ものづくり人材を育成するた

め、職業能力開発総合大学校において訓練コースを開発する。 
 
４．企業内人材投資の促進               １３億円（０億円） 
 
 ① 事業主が若年者を雇用して日本版デュアルシステムによる訓練を実施し

た場合の訓練経費等に対し、キャリア形成促進助成金を活用することにより、

企業におけるデュアルシステムの導入を促進する。 
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 ② 我が国産業競争力の基盤である産業人材を育成・強化する観点から、企業

の人材投資を促進するため、人材投資促進税制を創設する。 
 
 
５．誰でもいつでも能力向上を行う機会の提供（草の根 e ラーニング・システ

ムの導入）                    １７億円（１億円） 
 
① 若者・フリーターや中小企業の従業員等が、就職・仕事に役立つ知識・ビ

ジネススキルを手軽に学べる機会を提供するため、関係府省が連携して、ジ

ョブカフェ、大学等の教育機関、商工会議所等を活用して、「草の根 e ラー

ニングサービス」を提供する仕組みの整備を図る。 
② e ラーニングに関する情報を提供する仕組みを作ること等を通じ、e ラー

ニング活用促進のための環境整備を図る。 
 
 
６．国民各層が一体となって取り組む国民運動の推進   ６億円（０億円） 
（１）「若者フォーラム（仮称）」の開催 

人材育成等の必要性に係る普及・啓発を行うため、「若者フォーラム（仮

称）」として、若者向けウェブサイトの構築やシンポジウム「若者チャレン

ジキャラバン（仮称）」等による普及・啓発を行う。 
 
（２）若者の人間力を高めるための国民運動の推進 

若年者雇用問題についての国民各層の関心を喚起し、若者に働くことの意

義を実感させ、働く意欲・能力を高めるため、関係者が一体となり、国民会

議の開催や、各種セミナー、若者向けミニイベント等の広報・啓発活動等に

取り組む国民運動を展開する。 
 
（３）女性若年層の就業促進のための広報啓発 

① 女性若年層に対して、女性の進出が遅れている理工系等の分野に関する

情報提供・意識啓発を行うためのキャンペーンや地域の女性センターにお

ける雇用、起業、ＮＰＯ，農林水産等、タイプ別の就業支援・意識啓発セ

ミナー等を実施する。 
② ジョブカフェとも連携し、講師派遣や女性のチャレンジ支援関連の広報

活動を実施するとともに、イベント参加者のネットワーク化を図る。 
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Ⅱ．引き続き、着実に推進する施策 
          概算要求額 ４６０億円（前年度予算額 ３７６億円） 
 
 以下の施策を含む「若者自立・挑戦プラン」の各施策については、関係府省が

連携して、引き続き着実に推進する。 
 
１．若年者のためのワンストップサービスセンター（ジョブカフェ）の整備 
                          ９４億円（８０億円） 
 
① 若年者の主体的な企画による就職支援活動や利用困難な者に対するネッ

トカウンセリング等を新たに実施し、就職支援機能の一層の強化を図る。 
② 民間を活用してサービスを提供しているモデル地域における事業につい

て、地域の産業界等との一層の連携を通じてサービスの質の向上を図る。 
 
２．日本版デュアルシステムの推進         １０１億円（７６億円） 
 

日本版デュアルシステムについて、その体験講習の実施や、企業、専修学校、

民間教育訓練機関、専門高校等の取組を促進する施策の強化等により、社会的

定着を図る。 

 
３．キャリア高度化プランの推進          １１１億円（６９億円） 
 

大学などの高等教育機関において、社会経済の複雑化・高度化に対応し、

社会を牽引できるような高度な専門能力等を持つ人材を養成するため、「社会

人キャリアアップ推進プラン」、「法科大学院等専門職大学院の形成支援」、「特

色ある大学教育支援プログラム」等の施策を推進する 
 
４．若者が挑戦し、活躍できる新たな市場・就業機会の創出 
                          ７４億円（４１億円） 
 
① 若者をはじめとする国民各層への起業・独立意識を喚起し、起業家予備層

へのインターネットによる起業相談等、総合的な起業支援サービスを実施す

る「起ちあがれニッポン DREAM GATE」事業について、サービス内容の

拡充に取り組み、サービス提供対象である企業家予備層を５０万人に拡大す

る（平成１８年度末）。 
② 創業や新事業展開を目指す者を対象に、創業に必要な実践的能力の習得、

経営戦略のノウハウ体得等を支援する創業塾の拡充を図る。 


